＜司会＞
本日はお集まりいただきありがとうございます。
これより区長定例記者会見を始めさせていただきます。
資料のほうですが、公式ホームページの区長記者会見ページに掲載ししておりますのでご活用いただければと思います
それでは森澤区長より条例の制定などについてご説明いたします。
その後に皆様からのご質問をお受けいたします。
終了は10時40分を予定しておりますのでご協力をお願いいたします。
それでは区長お願いいたします。

＜区長＞
はい。
本日は年度末のお忙しい中お集まりをいただきありがとうございます。
改めまして品川区長の森澤恭子です。
座ってご説明させていただきます。

1月末の予算案プレス発表におきまして、「誰もが生きがいを感じ、自分らしく暮らしていける品川」、失礼しました本日の項目はこちらの項目になります。
では最初にお話させていただきます。
1月末の予算プレス発表において、「誰もが生きがいを感じ自分らしく暮らしていける品川」の実現に向けた区民の幸せ、すなわちウェルビーイングの観点から、新時代の品川を力強く牽引していくための予算案についてご説明をさせていただきました。
昨日の品川区議会において、令和6年度一般会計予算案総額2036億円については賛成多数で可決。
その他、各会計予算、事業執行に関する条例等についても全ての議案の議決をいただきました。
引き続き、区民一人ひとりが生きがいを感じ、自分らしく生きていける、人としての幸せを実感できるそんな社会を実現できるような区政運営に努めてまいります。
さて本日はジェンダー平等に関する条例の制定、4月からスタートする補聴器購入助成の所得制限の撤廃、HPVワクチンの予防接種制度の拡充、品川歴史館のリニューアルオープンなどについてご説明をさせていただきます。

まず、ジェンダー平等や性の多様性の尊重を推進するための条例の制定についてです。
昨日の品川区議会本会議で全会一致で可決、成立をさせしていただきました。
世界経済フォーラムが毎年発表しているジェンダー格差を数値化し測定するジェンダーギャップ指数ランキングにおいて2023年日本の順位は146カ国中125位と各最低を記録しています。
品川区民一人ひとりが、性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティに関わらず、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指し、新たに条例を制定します。
昨年6月から検討委員会で検討いただき、12月に答申をいただいています。
この条例では、互いに尊重し合う社会を実現するための基本理念や推進体制等について定め、区民、事業者、教育関係者と連携をしながら、施策を総合的かつ計画的に推進していくとともに、条例の周知を通して、ジェンダー平等や性の多様性の尊重について、区民の理解促進を進めてまいります。
なお、ジェンダー平等という文言が名称に入った条例は、都内初、全国でも2例目というふうに聞いております。
また、女性のエンパワーメントも、基本理念に盛り込んでいますがこちらも全国で2例目というふうに聞いております。
さらに、リプロダクティブヘルス&ライツ、メディアリテラシーへの規制などについても盛り込んでいるのが特徴です。
こちらの条例は一部規定を除き、令和6年4月1日に施行をいたします。

はい。続きまして、高齢者補聴器購入助成制度の所得制限の撤廃についてです。
令和5年度より、住民税非課税者を対象とした補聴器購入費事業を助成事業を行ってきましたが、更なる高齢者の社会参加活動を支援するため、所得制限を撤廃をいたします。
具体的な対象者は、区内在住の65歳以上の方で、医師から中等度難聴と診断された方、もしくは助成対象者として、補聴器装用の必要性があると認められた方です。
上限、助成の上限額は3万5000円です。
助成事業と併せ、耳の聞こえに関する講話や相談会も実施し、高齢者の社会参加や地域交流を促進していきます。
4月からの事業開始、所得制限を撤廃しての事業を開始4月1日から、4月から開始となります。

次に、HPVワクチン予防接種助成制度の拡充についてです。
これまで女性のみを対象に行っていた費用助成について、新たに男性への任意予防接種に係る費用の全額助成を開始します。
対象は小学6年生高校1年生相当の区民です。
4月1日から区内契約医療機関に備え付けられている予診票を記入することで、自己負担額なしで接種することができます。対象者へは、広報紙やホームページ、SNSの他、小中学校等を通じて保護者に対し周知していくことを予定しています。
併せて、3回の接種が完了していない平成9年度から19年度生まれの女性に対する接種勧奨も実施することで、HPVを原因とする子宮頸がんなどの予防を促進をしてまいります。

最後に、品川歴史館、リニューアルオープンについてです。
昭和60年に開館し、来年40周年を迎える品川歴史館ですけれども、老朽化に伴う大規模改修工事を行っておりました。
その改修工事も完了いたしまして、展示の全面リニューアルを行い、4月21日にリニューアルオープンをいたします。
常設展示室の中央に迫力がある大型模型と映像で人々の営みを生き生きと紹介するライブステージを設置した他、大森貝塚を発見したモース博士の業績を、業績や発掘のエピソードを紹介する、モースコーナーなどを介し新設しています。
また、安田財閥の安田善助氏が邸宅内に建てた茶室を手本にした松滴庵も改修を実施しました。
通常月1回程度の公開を予定していますが、リニューアルオープンを記念し、5月6日まで一般公開を行います。
なお、4月21日の11時からオープニングイベントを実施します。
リニューアルした品川歴史館を活用し、品川区の歴史を楽しく身近に感じてもらうとともに、新たな文化観光交流拠点となることを目指してまいります。

私からの説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。

＜司会＞
それでは質疑応答に入りますご質問の方は所属とお名前をお願いいたします。
恐れ入りますがご質問は内容をまとめて簡潔にお願いいたします。

＜質問者＞
読売新聞の西村ですいつもお世話になっております。
今ご説明いただいた品川歴史館リニューアルオープンについてで、改めてこういった地域の歴史館を、新たな形でスタートするということですがこれに対しての区長としての意気込みであったりとか、区民の皆さんにどういうふうに学びの場にしてほしいか、意気込み伺えればと思います。
＜区長＞
はい。私も事前に、あの中を拝見いたしましたけれども、やはり本当に縄文時代から、品川の歴史あるいは地形がどうなってきたのかというのが非常にわかりやすく展示をしていますので、ぜひ多くの区民の方、そして区民以外の方にもご覧をいただいて、品川区というまちのですね、歴史を知っていただいて、区民の皆さんにとっては、シビックプライド、品川区への愛情というか、そういった誇りというかそういったものを、調整するような機会になればなというふうに思っております。
＜質問者＞
ありがとうございます。
重ねて改めてこの区としてはこういった歴史館の場をどのように活用していきたいかっていうところをですね。
＜区長＞
もちろん小・中学生、お子さんたちが社会科見学等でご覧いただくことはもちろんのこと、品川区民そして内外の方にご覧をいただいて、品川区の歴史、まちの移り変わりどういう人たちが行って、旧東海道で、例えばそういう交流が盛んであったとかも港町としてこういうふうに栄えたであったとか、そういった具体的なこの歴史というのを感じていただいて、より品川区に愛着を持っていただければというふうに思っています。
＜質問者＞
ありがとうございます。ちなみに区長が事前にご覧になったということですが、特にご自身が見どころと感じたところはどういったところですか。
＜区長＞
そうですね。
全てこの展示、非常にわかりやすくてですね、割と近代の話で言うと品川駅がどういう区画で、この場所にあってとかそういう停車場の時代からの説明がなされていたりですとか、あるいは上の方に映像が映ってますけれども、昔から現在までの様子というのをわかりやすく、アニメーションでお伝えしているので誰にでもわかりやすく品川の歴史というのを知っていただけるかなというふうに思います。
＜質問者＞
ありがとうございました。

＜質問者＞
朝日新聞野田です。よろしくお願いします。男性のワクチンの予防接種の件なんですけど、国内でも補助する動きが自治体でも出てきてると思うんですけれど改めてこれをやろうと思った理由を教えてください。

＜区長＞
そうですね本当に男性もかかる可能性があるいくつかのがんの予防効果、あるいは多くの方が接種することによってそのHPVウイルスの感染拡大防止などの効果というのも示されていますので、しっかり男性の方にも接種していただきたいということで、はい進めていきたいというふうに思ってますし、来年度、東京都が補助事業を開始するということもありますので、しっかりと品川区民の皆様にも周知をしていきたいというふうに思っています。

＜司会＞
はい、その他ございますでしょうか。

＜質問者＞
ジャーナリストの寺澤有です。
最近品川区の方でカスタマーハラスメント対策ということで、これまで名札にフルネームを表示して顔写真を一緒に入れてたものを、名字だけにしたっていうことなんですけど、カスタマーハラスメント対策というのは他に何かやってることがあるのかあるいはこれから他にどういうことをやろうとしてるのかっていうのをお聞かせいただきたいんですけど。
＜区長＞
はい、ありがとうございます名札につきましては職員からもあの声が上がりまして今回実施することといたしております。
他にはですね、電話の録音をするといったようなことというのも今もいくつかの窓口で行っております。そういったことを拡充していくという必要もあるかなというふうには思っております。
＜質問者＞
それで私カスタマーハラスメントについても取材してきてますけれども民間の例で言いますとカスタマーハラスメントということで非常に問題視されてきてるので、そういうのをそのカスタマーハラスメント対策を取り入れる企業も多いわけですけど、これ逆にですねそれがなんだろう、消費者からの正当なクレームとかですね批判
なんかもですね、これもカスハラでいいというような感じでですね、押さえ込まれてしまって逆に消費者に不利益にとっなってるという実例も散見されます。
これやはりカスハラ対策、というのは始まったばっかりですけど確かにあの極端にですね、不当な要求する人はいいとかはいると思うんですが、そちらにも基準がいっちゃって、ほとんどの多くのですね正当なクレームを、正当な批判をしている人が不利益をこうむってるっていう面も出てきてると思うんですが、行き過ぎをどうやって止めるんでしょうか。
＜区長＞
そうですねなかなか難しいところではあるとは思うんですが、この区の行政側、職員の行政サービスの向上、例えばお伝えの仕方をしっかりわかりやすく丁寧に行っていくですとかそういったことの資質の向上というかスキルを向上していくことも重要だというふうに思っております。
一方でおっしゃっていただいたように行き過ぎたものなかなかその境界線というのは、難しいとは思うんですが本当にケバイケースで判断していくことになるかなというふうには思います。
＜質問者＞
それで区民の方でですね、自分はなんかカスハラ扱いされてるけど何でこれがカスハラ扱いになるんだっていうこれを不満に持ってる人はどうしたらいいんですかね。
そういう不満を受け付けてくれるところがあるんですかね。
＜区長＞
そうですねそれで言いますと区民の相談窓口という形で各部署でもいろいろ受け付けていますし、広報広聴課の方にも窓口がありますし、そういった形ではいろいろな形でご相談というかお声はいただければと思いますし丁寧に対応していきたいというふうに思っています。
＜質問者＞
私取材してきている専門は警察とかなんですけれども、でもこのカスハラという風潮に乗っかって今や警察までですね、非常に強大な権力持っていて、なおかつ市民
に対する接する態度が非常に良くないっていう評価がされてる警察でさえ、カスハラだ、対策をするとかって言い出してるわけですよね。
そういうの見ると非常に違和感があって、この行政がですよ、企業とか民間企業と消費者の関係で言えば民間企業の方がそんなに強い立場ではないと思いますけれども、行政と区民・市民という立場で言えば行政の方が圧倒的に権力があるわけで、そこが例えば今回のフルネームを名札に作る、表示するのやめたっていうことで言えば、何かネットでさらされるのがやだとかっていう話になってますけど、別に特に正当なことやってればネットにさらされたってそれ晒した方がバカを見るだけだと思うんですけど、何でそういう強い立場にある行政がこのカスハラっていうムーブメントに乗っかって自分たちの何か区民のうるさい奴らを全部クレーム扱いにしちゃおうって流れになってきてんのかってな疑問を感じてるんですけど、そこら辺はどうなんですかね。
＜区長＞
そうですねこの動きというのは正直品川区だけの動きではなく他の自治体にも広がっていることですけれども、おっしゃっていただいたように、本当に行き過ぎたものというところで業務に支障が出てしまったりとか、あるいはその精神的に職員がそういう長時間の例えば話し合いの中で精神的に支障がきたしてしまうとか、そういったことを行き過ぎたものを防ぐために、カスタマーハラスメントというかそういうものが必要なのかなと思うところでありますが、もちろん行政側、職員側も窓口でしっかり丁寧に対応していく、丁寧にわかりやすく説明していくちゃんと立場を、
訴えをいただいている区民の方々の訴えをしっかりと聞いて対応していくということは変わらず必要だというふうに思っています。
＜質問者＞
報道によるとこれ使用期間ってことで3月までなんですかね、これ。
＜区長＞
そうですねただ基本的には特に問題というか課題がなかったということですので、あの、このこのまま続けていきたいというふうに考えております。
＜質問者＞
わかりました。今後もちょっと注目して問題があればまたここできると思いますけど。
＜区長＞
ありがとうございます。
＜司会＞
はい、その他ございますでしょうか。

＜質問者＞
フリーランスの小林です。
よろしくお願いします。
補聴器の話なんですが非常に結構なことだと思います。
それでですね、更なる拡大といいますか、今65歳からということなんですがそれをもう少し例えば引き下げるですとか、あとそれから65歳には至らないんだけども、そういう耳の、耳に若干何かある方とそういう方に対してのフォローっていうのは何か考えていらっしゃいますでしょうか。
＜区長＞
そうですね。
今回この4月から所得制限を撤廃し65歳以上の方にということを実施いたしますので、まずはこれで利用の状況であるとかそういったものも踏まえてですね今後拡大しているのかどうかということはそういったニーズやお声も聞きながら検討していくことになるかなというふうに思います。
＜質問者＞
その辺のそのニーズの把握という点ではまた来年度も、来年度ですね来年度もまたアンケートをお取りになられるんでしょうか。
＜区長＞
そうですね全区民アンケートという形では、もうそれは今年度か、今年度の事業として一旦あれですけれども、来年度については違う形ではもちろん区民の声というのは引き続き伺っていきたいというふうに思ってますし、また議会でもさまざま議論があると思いますのでそういったところも踏まえて今後検討していくことになるかなというふうに思います。
＜質問者＞
ありがとうございます。
＜司会＞
はい、その他ございますでしょうか。

＜質問者＞
はい、他にないようですので、
新庁舎整備の関係なんですが、前段階としてなんですけど、
構想段階では400億、これ今560億まで上振れしているよということで、事前にお尋ねしたところでは、今のところでは想定ではというところで、下振れはしそうもなさそうだという話は実は聞いております。
それでですね、せんだって、昨日か昨日情報の非公開通知を実は頂戴したところなんですが、令和5年の品川区の、当初の予算プレス発表で、区長自身がこの200億削減に関して、記者から質問があったときに、専門家の方に試算をしていただいたというお答えをしております。これについてどういう内容なんだろうということでですね、情報開示の請求をさせていただきました該当部署ないよということですね回答いただきました。
これ、そうすると、専門家に説明していただいたってこれ何かデータとかその結果のような書類て、おうちのファイルには挟まってるんでしょうか。
＜区長＞
多分、おそらくそれ、ちょっと質問を、正確に覚えていないのであれですが、選挙時に公約として、お示しさせていただいておりまして、その時点では私がその選挙の政策としてお示しさせていただくのに私的に試算をしている専門家に頼んで指摘を試算をさせていただいているという。ようなお話をさせていただいてると思います。
なので行政文書としてとか私が区長になる前に、おこなった話ですね。
＜質問者＞
はいそれはわからないではないんですがそうするとその試算をして、公約として、200億は削減やりますよということで、その前段として試算をしていただいたんですけども、結局それって一体どこ行っちゃってるんだろうっていうのがわからないんですよ。その根拠として、これだけど、何か情報を取り入れてけ計算なり積算をして、その結果としてこれができると。だから、公約にも入れて、去年のプレス発表ときにたまたま質問があったときに試算をして、専門家に試算していただいたよ、と今知っということなんで、その区長としてお答えになっているので、やっぱりその辺はどこか説明がないと、あれ一体200億のできるという根拠が一体どこにあるんだろうっていうのがわからなくなっちゃうような気がするんですが。
＜区長＞
はいそれでいいますと今、先ほどお伝えしたように選挙公約としてお示しさせていただいたという形になりますので今後それに従って検討を進めていくという形にはなります。
＜質問者＞
わかりました。
ありがとうございます。

＜司会＞
はい、他にはいかがでしょうか。それではこれで区長記者会見を終了いたします。
本日はご参加いただきましてありがとうございます。
なお会見会場外での撮影はご遠慮いただいておりますので何卒よろしくお願いいたします。
＜区長＞
ありがとうございました。
ありがとうございましたまた来年度もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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